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つ

い

て

三

朝

町

驚

養

蚕

貞

集

約

を

別

紙

の

と

お

り

制

定

す

る
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胎

和
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十

九

年

三

月

十
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日

提

出
●

三

朝

町

境

　

坂

　

出

　

雅

　

己

昭
和
州
九
年
参
用
捨
九
日
確
′
缶
官
玖

三
朝
喜
議
長
　
矢
田
容
旗
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朝

　

町

　

監

　

査

　

委

　

員

　

条

　

例

(
粂
例
委
任
)

竺
条
　
歪
の
無
茶
委
員
に
関
し
て
は
､
怯
令
に
別
段
の
窟
め
が
あ
る
撃
令
を
,
誓
､
こ
の
条
樹
の

蔑
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
.

(
無
筆
要
員
の
窟
数
)

竺
姦
　
本
町
の
際
奄
零
負
の
景
教
は
二
人
と
す
る
O

Å

魂

療

ゐ

4

音

範
士
左
八
十
.
嚢
中
の
L
J
ま
T
還
荏
寸
A
轟
奪
奪
漂
Y
J
柵
諾

(
現
金
揖
納
棺
査
)

第
匪
桑
　
地
方
自
治
法
第
二
望
一
十
霊
の
二
竺
喋
の
轍
冨
誓
る
掛
金
の
出
納
伊
東
は
蕪
竺
十

五
日
に
行
う
.

但
し
そ
の
日
が
休
日
に
あ
た
る
と
き
は
そ
の
翌
日
と
す
る
｡

(
定
期
幣
奄
)

覇
辞
典
　
地
方
自
治
棋
聖
日
九
十
九
条
第
三
項
の
部
冠
に
よ
る
幣
李
は
辱
軍
六
月
及
び
十
二
月
苦
れ

を
行
う
｡

之
　
監
査
を
行
う
と
き
は
そ
の
期
日
前
五
日
-
に
監
査
の
-
､
掛
目
及
び
凝
所
等
を
町
学
に
連

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
S
･
.



但
し
.
緊
急
幣
蚕
の
必
牢
が
あ
る
と
細
め
た
と
き
は
こ
の
鳴
り
で
覆
い
.

鮎
粂
査
㌃
潜
法
竺
百
三
十
三
条
竺
警
望
及
び
讐
琶
等
は
審
査
誉
れ
富

か
ら
二
十
日
以
内
に
そ
の
意
見
を
付
し
て
町
蓬
に
送
付
し
放
け
肌
は
な
ら
な
い
,
3

(
規
定
え
の
季
仕
)

ゝ
へ

箪
ヰ
粂
　
親
方
自
縛
決
第
二
百
粂
番
2
1
･
塩
の
聖
諾
よ
る
陸
空
軍
鼠
の
事
務
を
雨
促
さ
せ
る
た
め
の
宵

記
の
服
務
に
関
す
る
撃
取
は
法
班
に
佃
野
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
撞
き
本
町
の
服
薄
に
酌
す
る
勘

定
を
堆
用
す
る
C
'
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こ
の
粂
伽
は
昭
和
三
十
九
年
四
月
l
目
か
ら
施
行
す
る
0

之
　
三
朝
町
触
空
讐
吊
典
例
(
昭
和
二
十
八
聖
二
準
町
条
例
竺
宇
二
三
　
は
廃
止
す
る
｡


